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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．第20期の「１株当たり年間配当額」には、株式会社東京証券取引所市場第一部指定記念配当３円00銭及び創

立20周年記念配当２円00銭、合計５円00銭の記念配当を含んでおります。 

４．平成16年２月13日付で、有償一般募集による300,000株の増資を行っております。 

５．平成16年４月20日付で、１株につき２株の割合で株式の分割を行っております。また、平成17年４月20日付

で、１株につき３株の割合で株式の分割を行っております。 

６．平成18年２月28日現在、1,080,073株の自己株式を保有しております。 

回次 第20期中 第21期中 第22期中 第20期 第21期 

会計期間 

自平成15年 
９月１日 
至平成16年 
２月29日 

自平成16年 
９月１日 
至平成17年 
２月28日 

自平成17年 
９月１日 
至平成18年 
２月28日 

自平成15年 
９月１日 
至平成16年 
８月31日 

自平成16年 
９月１日 
至平成17年 
８月31日 

売上高（千円） 4,595,243 4,959,586 5,202,967 9,305,628 9,828,922 

経常利益（千円） 1,182,505 1,252,736 1,381,728 2,391,734 2,271,223 

中間（当期）純利益（千円） 663,678 702,633 769,010 1,325,115 1,208,696 

持分法を適用した場合の投資

損益（△は損失）（千円） 
△750 △19,206 12,284 △11,743 △17,551 

資本金（千円） 825,910 855,211 889,558 825,910 879,484 

発行済株式総数（株） 5,569,000 11,243,400 34,091,400 11,138,000 33,991,200 

純資産額（千円） 4,374,566 5,524,081 6,530,451 5,009,744 6,078,713 

総資産額（千円） 6,377,286 7,651,013 8,730,793 6,769,565 7,892,424 

１株当たり純資産額（円） 811.76 507.57 197.82 461.90 184.15 

１株当たり中間（当期）純利

益金額（円） 
129.70 65.04 23.35 123.12 36.50 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額（円） 
127.61 63.29 22.94 120.07 35.65 

１株当たり中間（年間）配当

額（円） 
－ － － 20.00 10.00 

自己資本比率（％） 68.6 72.2 74.8 74.0 77.0 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
1,014,518 831,361 1,045,696 1,627,374 1,207,557 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
△2,283,999 △323,630 △546,581 △2,047,422 △1,111,711 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
502,853 △155,526 △309,668 495,343 △115,560 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（千円） 
662,136 1,856,264 1,673,791 1,504,059 1,484,344 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）

（人） 

291 

(826) 

308 

(862) 

345 

(858) 

306 

(1,366) 

345 

(1,444) 



２【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社明光ネットワークジャパ

ン）及び関連会社１社により構成されており、学習塾直営事業として明光義塾直営教室を経営するとともに、学習塾

フランチャイズ事業として独自のフランチャイズシステムに基づき、加盟者と契約を締結し継続的な教室運営指導を

行っております。また、その他の事業として、福祉介護事業、サッカースクール事業等を行っております。 

当中間会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、関係会社の

異動もありません。 

なお、福祉介護事業につきましては、平成18年２月17日開催の取締役会決議に基づき、平成18年４月30日付をもっ

て営業を廃止しております。 

３【関係会社の状況】 

 当中間会計期間において、関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、契約社員（12人）を含んでおります。なお、教室アルバイト講師等臨時雇用者数

は、当中間会計期間の平均人員（１日4.5時間24日間勤務換算）を［ ］外数で記載しております。 

(2）労働組合の状況 

 当社では、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年２月28日現在

従業員数（人） 345 [858] 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、企業の財務体質強化に伴う設備投資の拡大や所得・雇用環境の着実な改

善、並びに株価の大幅な上昇等による資産価格の持ち直し等、国内民需を中心に着実な回復傾向が見え始めまし

た。 

しかしながら、資源価格の上昇による企業収益の減速懸念や定率減税の縮小・廃止、並びに社会保険料の引き上

げによる家計負担の増加等の不安要因もあり、未だ楽観視出来ない状況で推移いたしました。 

当学習塾業界におきましては、少子化傾向の更なる進行による市場規模の縮小に対応するため、大手学習塾各社

は徹底した差別化戦略や高い経営管理水準の構築等を推進しております。 

また、公教育につきましても、ゆとり教育による学力低下への不安等を背景に、「確かな学力の育成」、「優れ

た教師の養成・確保」等の構造改革方針が示されており、公教育のみならず教育機関全般に対しても、提供サービ

スのクオリティ向上が厳しく問われるものと推測されます。 

このような市場環境のもと、当社におきましては、ブランドコンセプト・アイデンティティの浸透並びにブラン

ドコミュニケーションの計画策定等のブランド戦略の推進、新しい教育ニーズの変化に適宜対応するための研究開

発体制の構築等、将来を見据えた事業基盤の強化を主に実施してまいりました。  

これらの結果、当中間会計期間の業績といたしましては、売上高5,202百万円（前年同期比4.9％増）、経常利益

1,381百万円（同10.3％増）及び中間純利益769百万円（同9.4％増）となり、過去最高の経営成績を達成すること

ができました。  

 事業の種類別の業績は、次のとおりであります。 

（学習塾直営事業） 

教育環境の整備・充実並びに教室移転・リニューアルの積極的な実施や、多様化する生徒・保護者ニーズに対応

するためにきめ細かいサポート体制の強化等に注力してまいりました。 

また、当事業年度につきましては、直営教室の新規開校を一時凍結し、提供サービスのクオリティ向上に注力す

る方針であります。したがいまして、当中間会計期間において、直営教室の新規開校は実施しておりません。 

これらの結果、売上高は2,700百万円（同0.8％増）、教室数は189教室及び在籍生徒数は13,280人となりまし

た。 

（学習塾フランチャイズ事業） 

「明光義塾」の全国的な認知度の向上、教室経営に関する指導力の強化、並びにエリア分析により地域特性に適

合した教室運営サービスの指導・提供等に努めてまいりました。  

また、フランチャイズ教室は、当中間会計期間において41教室増加しております。 

これらの結果、売上高は2,436百万円（同10.0％増）、教室数は1,301教室及び在籍生徒数は89,219人となりまし

た。 

（その他の事業） 

福祉介護事業につきましては、厚生労働省において介護従事者の資格体系の見直しが検討されており、先行き不

透明感からの受講控え等の影響を受けております。 

これらの結果、売上高は32百万円（同22.1％減）となりました。 

なお、同事業は、第１〔企業の概況〕の２〔事業の内容〕の項目に記載のとおり、平成18年４月30日付をもって

営業を廃止しております。  

サッカースクール事業につきましては、３スクールのうち草加スクール及び所沢スクールが軌道に乗り始めたこ

と等により、売上高は33百万円（同47.7％増）となりました。 



（ご参考）＜ 明光義塾教室数、明光義塾在籍生徒数及び明光義塾教室末端売上高等の推移 ＞ 

※ １ 学習塾フランチャイズ事業売上高は、ロイヤルティ収入及び商品販売収入等を記載しております。  

２ 明光義塾教室末端売上高合計は、直営教室の入会金、授業料、教材費、テスト料等の全売上高

と、フランチャイズ教室の入会金、授業料等の売上高を合計したものであり、フランチャイズ教

室の教材費、テスト料等の売上高は含んでおりません。 

(2）キャッシュ・フロー 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前中間純利益が1,350百万円

（前年同期比10.4％増）と高水準でありましたが、法人税等の支払額421百万円、投資有価証券の取得による支出

624百万円並びに配当金の支払額329百万円があったこと等により、前中間会計期間末に比べ182百万円減少（同

9.8％減）し、当中間会計期間末には1,673百万円となりました。 

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は1,045百万円（同25.8％増）となりました。 

これは主に、「明光義塾」事業が堅調に推移したことに伴い、税引前中間純利益が1,350百万円と高水準であり

ましたが、法人税等の支払額421百万円があったこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は546百万円（同68.9％増）となりました。  

これは主に、投資有価証券の取得による支出624百万円並びに定期預金の純減少による収入90百万円があったこ

と等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は309百万円（同99.1％増）となりました。  

これは、株式発行による収入20百万円がありましたが、配当金の支払額329百万円があったことによるものであ

ります。 

回次 第21期（中間期） 第22期（中間期） 

会計期間 

自平成16年９月１日 

至平成17年２月28日 

自平成17年９月１日 

至平成18年２月28日 

 経営成績他 前年同期比較  経営成績他  前年同期比較

明光義塾中間期末直営教室数 187  +     16 189 +     ２ 

明光義塾中間期末フランチャイズ教室数 1,216  +    118 1,301 +     85 

明光義塾中間期末教室数合計 1,403  +    134 1,490 +     87 

明光義塾中間期末直営教室在籍生徒数     （人） 12,907  +    387 13,280 +    373 

明光義塾中間期末フランチャイズ教室在籍生徒数（人） 82,531  +  6,164 89,219 +  6,688 

明光義塾中間期末在籍生徒数合計       （人） 95,438  +  6,551 102,499 +  7,061 

学習塾直営事業売上高        （百万円） 2,680  +    271 2,700 +     20 

学習塾フランチャイズ事業売上高   （百万円）※１ 2,215  +     69 2,436  +    221 

その他の事業売上高         （百万円） 64  +     23 66 +     １ 

売上高合計               （百万円） 4,959  +    364 5,202  +    243 

明光義塾直営教室売上高       （百万円） 2,680  +    271 2,700  +     20 

明光義塾フランチャイズ教室末端売上高（百万円） 13,781  +  1,134 15,006 + 1,224 

明光義塾教室末端売上高合計          （百万円）※２ 16,462  +  1,405 17,707 +  1,244 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当社は、生徒に対しての授業を行うことを主たる業務としておりますので、該当事項はありません。 

(2）商品仕入実績 

 当中間会計期間の商品仕入実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、実際仕入価格で表示しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）受注状況 

 当社は、生徒に対しての授業を行うことを主たる業務としておりますので、該当事項はありません。 

(4）販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別の名称 
当中間会計期間 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前年同期比（％） 

学習塾直営事業（千円） 95,757 101.5 

学習塾フランチャイズ事業（千円） 551,364 105.5 

その他の事業（千円） 2,337 40.8 

合計（千円） 649,459 104.3 

事業の種類別の名称 
当中間会計期間 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前年同期比（％） 

学習塾直営事業（千円） 2,700,577 100.8 

学習塾フランチャイズ事業（千円） 2,436,348 110.0 

その他の事業（千円） 66,042 102.7 

合計（千円） 5,202,967 104.9 



３【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

なお、当社が属する学習塾業界は、少子化の進行により市場規模が停滞又は微減傾向にあり、今後もこの傾向は続

くものと予想されます。政府においては、少子化の流れを抑制するために様々な施策を検討しておりますが、定率減

税の縮小・廃止をはじめとする各種家計負担増による影響等が懸念され、依然として厳しい経営環境が今後継続する

ものと想定されます。 

このような環境のもと、当社では「明光義塾」の社会的な認知度を更に向上させるための「強力なブランド発信の

推進」、永続的な課題である「教務力の更なる強化」、並びにキャリア開発を軸に据えた「人材力向上」等が重要課

題と認識しております。 

これらの課題を克服するために、明確な目標設定を基本とする戦略的事業展開を推進するとともに、生徒・保護者

ニーズを的確に捉え、豊かなマインドも兼ね備えた上質な教育サービスの提供に努める所存であります。 

また、生徒及び家庭との信頼関係を強固なものとし、各地域において好評判を得て「生徒・保護者から第一に選ば

れる学習塾」に進化してまいりたいと考えております。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。   

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

   当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 当中間会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設についての変更は、次のとおりであ

ります。 

情報システムの開発完了予定年月については、システム開発業者の変更等の理由から、平成18年８月から平成19

年８月に延長しております。 

なお、詳細は次のとおりであります。 

 (注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．上記投資予定金額の、（ ）内数は運用保守費用等を記載しております。  

３．増加能力については、記載が困難なため省略しております。 

(2) 当中間会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の拡充について完了したものは、次のとお

りであります。 

  本社の拡充につきましては、平成17年10月に完了しております。  

(3) 当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。  

事業所名 所在地 設備の内容 

投資予定金額
資金調
達方法 

着手及び完了予定年月 
完了後
の増加
能力 総額

(千円) 
既支払額
(千円) 

着手 完了 

本社  
東京都  

豊島区  

 情報システム  

(第1次経営戦略システム)  

110,000 

(12,000)

34,200 

(3,000)
増資資金

平成16年

３月  

平成19年

８月  
－  

本社 
東京都 

豊島区 

 情報システム 

(教育情報管理システム)  

303,600 

(39,600)
－ 増資資金

平成16年

４月  

平成19年

８月 
－  

本社 
東京都 

豊島区 

 情報システム 

(第2次経営戦略システム)  

166,400 

(16,400)
－ 増資資金

平成16年

６月  

平成19年

８月 
－  

合計  
580,000 

(68,000)

34,200 

(3,000)
－  － －  － 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成18年５月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。  

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 72,405,000 

計 72,405,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年２月28日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年５月26日） 

上場証券取引所名又は登
録証券業協会名 

内容 

普通株式 34,091,400 34,452,600 
株式会社東京証券取引所 

市場第一部 
－ 

計 34,091,400 34,452,600 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

① 平成14年11月25日定時株主総会決議 

 （注）１．各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額の総額は、行使価額に付与株式数を乗じた金額とする。 

なお、新株予約権発行日後に、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、そ

の他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適

切に調整されるものとする。 

２．なお、上記（注）１に定める１株当たりの行使価額が調整された場合の資本組入額は調整後の行使価額に

0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。 

 
中間会計期間末現在 
（平成18年２月28日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年４月30日） 

新株予約権の数（個） 871   419   

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 522,600   251,400   

新株予約権の行使時の払込金額（円） 185 (注)１ 同左  

新株予約権の行使期間 
自 平成16年12月１日 

至 平成19年11月24日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 185   

資本組入額 93 (注)２
同左  

新株予約権の行使の条件 

(1）各新株予約権の一部行使

は認められない。 

(2）新株予約権の割当を受け

た者は、権利行使時にお

いて、当社もしくは当社

の子会社・関連会社の取

締役もしくは従業員たる

地位にあることを要す

る。ただし、任期満了に

よる退任又は定年退職に

より係る地位を喪失した

場合には、喪失後２年間

に限り権利行使を認め

る。 

(3）新株予約権者が死亡した

場合は、相続人はこれを

行使できないものとす

る。 

(4）その他の権利行使の条件

は、新株予約権発行の取

締役会決議において定め

るところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取

締役会の承認を要する。 
同左 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率



② 平成15年11月26日定時株主総会決議 

 （注）１．各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額の総額は、行使価額に付与株式数を乗じた金額とする。 

なお、新株予約権発行日後に、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、そ

の他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適

切に調整されるものとする。 

２．なお、上記（注）１に定める１株当たりの行使価額が調整された場合の資本組入額は調整後の行使価額に

0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。 

 
中間会計期間末現在 
（平成18年２月28日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年４月30日） 

新株予約権の数（個） 250   100   

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 150,000   60,000   

新株予約権の行使時の払込金額（円） 311 (注)１ 同左  

新株予約権の行使期間 
自 平成17年12月１日 

至 平成20年11月25日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 311   

資本組入額 156 (注)２
同左  

新株予約権の行使の条件 

(1）各新株予約権の一部行使

は認められない。 

(2）新株予約権の割当を受け

た者は、権利行使時にお

いて、当社もしくは当社

の子会社・関連会社の取

締役もしくは従業員たる

地位にあることを要す

る。ただし、任期満了に

よる退任又は定年退職に

より係る地位を喪失した

場合には、喪失後２年間

に限り権利行使を認め

る。 

(3）新株予約権者が死亡した

場合は、相続人はこれを

行使できないものとす

る。 

(4）その他の権利行使の条件

は、新株予約権発行の取

締役会決議において定め

るところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取

締役会の承認を要する。 
同左 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率



③ 平成16年11月26日定時株主総会決議 

 （注）１．各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額の総額は、行使価額に付与株式数を乗じた金額とする。 

なお、新株予約権発行日後に、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、そ

の他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適

切に調整されるものとする。 

２．なお、上記（注）１に定める１株当たりの行使価額が調整された場合の資本組入額は調整後の行使価額に

0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。 

 
中間会計期間末現在 
（平成18年２月28日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年４月30日） 

新株予約権の数（個） 2,890   同左   

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 867,000   同左  

新株予約権の行使時の払込金額（円） 557 (注)１ 同左  

新株予約権の行使期間 
自 平成18年12月１日 

至 平成21年11月25日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 557   

資本組入額 279 (注)２
同左 

新株予約権の行使の条件 

(1）各新株予約権の一部行使

は認められない。 

(2）新株予約権の割当を受け

た者は、権利行使時にお

いて、当社もしくは当社

の子会社・関連会社の取

締役もしくは従業員たる

地位にあることを要す

る。ただし、任期満了に

よる退任又は定年退職に

より係る地位を喪失した

場合には、喪失後２年間

に限り権利行使を認め

る。 

(3）新株予約権者が死亡した

場合は、相続人はこれを

行使できないものとす

る。 

(4）その他の権利行使の条件

は、新株予約権発行の取

締役会決議において定め

るところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取

締役会の承認を要する。 
同左 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率



④ 平成17年11月25日定時株主総会決議 

 （注）１．各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額の総額は、行使価額に付与株式数を乗じた金額とする。 

なお、新株予約権発行日後に、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、そ

の他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適

切に調整されるものとする。 

２．なお、上記（注）１に定める１株当たりの行使価額が調整された場合の資本組入額は調整後の行使価額に

0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。 

 
中間会計期間末現在 
（平成18年２月28日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年４月30日） 

新株予約権の数（個） 670   同左   

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 67,000   同左  

新株予約権の行使時の払込金額（円） 648 (注)１ 同左  

新株予約権の行使期間 
自 平成19年12月１日 

至 平成22年11月24日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 648   

資本組入額 324 (注)２
同左  

新株予約権の行使の条件 

(1）各新株予約権の一部行使

は認められない。 

(2）新株予約権の割当を受け

た者は、権利行使時にお

いて、当社もしくは当社

の子会社・関連会社の取

締役もしくは従業員たる

地位にあることを要す

る。ただし、任期満了に

よる退任又は定年退職に

より係る地位を喪失した

場合には、喪失後２年間

に限り権利行使を認め

る。 

(3）新株予約権者が死亡した

場合は、相続人はこれを

行使できないものとす

る。 

(4）その他の権利行使の条件

は、新株予約権発行の取

締役会決議において定め

るところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取

締役会の承認を要する。 
同左 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

（注）１．新株予約権の行使による増加であります。 

２．平成18年３月１日から平成18年４月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が361,200

株、資本金が39,261千円及び資本準備金が38,900千円、それぞれ増加しております。 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成17年９月１日～ 

平成18年２月28日  

（注）１  

100,200 34,091,400 10,074 889,558 9,974 833,217 



(4）【大株主の状況】 

（注）１．上記のほか、1,080,073株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合 3.17％）を自己株式として所有して

おります。 

２．タワー投資顧問株式会社から、平成17年４月18日付で提出された大量保有報告書に係る変更報告書の訂正報

告書により平成17年２月28日現在で285,800株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当

中間会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりま

せん。 

なお、タワー投資顧問株式会社の大量保有報告書に係る変更報告書の訂正報告書の内容は以下のとおりであ

ります。 

大量保有者      タワー投資顧問株式会社  

住所         東京都港区芝大門１丁目12-16 

保有株券等の数    株式 285,800株  

株券等保有割合    2.55％ 

  平成18年２月28日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

明光株式会社 東京都練馬区上石神井２丁目31－３ 5,064,000 14.85 

渡邉 弘毅 埼玉県所沢市和ヶ原 3,723,600 10.92 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８－11 2,129,600 6.25 

株式会社東京個別指導学院 東京都中央区佃１丁目11－８ 2,060,000 6.04 

株式会社光通信 東京都豊島区南池袋１丁目16－15 1,910,600 5.61 

奥井 世志子 東京都練馬区上石神井 1,780,800 5.22 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11－３ 1,173,300 3.44 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－10 592,300 1.74 

野村信託銀行株式会社（投信

口） 
東京都千代田区大手町２丁目２－２ 589,400 1.73 

ビービーエイチ ボストン 

フォー ノムラ ジャパン  

スモーラー キャピタライゼイ

ション ファンド 

（常任代理人 香港上海銀行東

京支店）  

180 MAIDEN LANE, NEW YORK, 

NEW YORK 10038 U.S.A  

（東京都中央区日本橋３丁目11－１）  

531,000 1.56 

計 － 19,554,600 57.36 



３．野村證券株式会社及びその共同保有者である野村アセットマネジメント株式会社から、平成18年３月15日付

の大量保有報告書の写しの送付があり、平成18年２月28日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している

旨の報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませ

んので、上記大株主の状況には含めておりません。 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,500株含まれておりますが、当該

株式に係る議決権の数45個については、「議決権の数」の欄から除いております。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、株式会社東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 
（株） 

株券等保有割合 
（％） 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目９－１ 株式    37,200 0.11 

野村アセットマネジ

メント株式会社 
東京都中央区日本橋１丁目12－１ 株式 2,316,700 6.80 

  平成18年２月28日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 1,080,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 33,010,800 330,063 － 

単元未満株式 普通株式 600  － － 

発行済株式総数 34,091,400 － － 

総株主の議決権 － 330,063 － 

  平成18年２月28日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社明光ネッ

トワークジャパン 

東京都豊島区池袋

２丁目43－１ 
1,080,000  － 1,080,000 3.17 

計 － 1,080,000  － 1,080,000 3.17 

月別 平成17年９月 10月 11月 12月 平成18年１月 ２月

最高（円） 566 608 743 685 725 795 

最低（円） 500 489 584 605 634 615 



３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

   (1) 退任役員 

   (2) 役職の異動 

役名 職名 氏名 退任年月日 

常務取締役  －  山本 英昭 平成18年４月28日  

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

専務取締役  
管理本部長 兼 

明光義塾本部総括  
専務取締役  明光義塾本部長  奥井 世志子  平成18年４月13日

常務取締役  

明光義塾本部長 兼 

営業企画室長  兼 

情報システム部長   

常務取締役  

明光義塾本部副本部長

兼 営業企画室長 

兼 情報システム部長

山﨑 彰人  平成18年４月13日

常務取締役  －  常務取締役  管理本部長  山本 英昭  平成18年４月13日

取締役  
明光義塾本部 

プロモーション部管掌  
取締役  

明光義塾本部 

プロモーション部長  
田上 節朗  平成18年３月21日

取締役  
明光義塾本部 

ＦＣ営業部管掌  
取締役  

明光義塾本部 

ＦＣ営業部長  
佐藤 浩章  平成18年３月21日



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間会計期間（平成16年９月１日から平成17年２月28日まで）については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし

書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成16年９月１日から平成17年２月28日ま

で）及び当中間会計期間（平成17年９月１日から平成18年２月28日まで）の中間財務諸表について、中央青山監査法

人による中間監査を受けております。 

３．中間連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 
（平成17年２月28日） 

当中間会計期間末 
（平成18年２月28日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年８月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金  3,956,470   4,423,791   4,284,676   

２ 売掛金  637,575   587,281   514,768   

３ 有価証券  699,659   699,657   699,869   

４ たな卸資産  107,222   108,995   90,528   

５ 前払費用  54,289   66,420   60,642   

６ 繰延税金資産  143,934   128,557   121,018   

７ その他  22,350   21,827   16,503   

８ 貸倒引当金  △21,967   △12,163   △10,525   

流動資産合計   5,599,534 73.2  6,024,368 69.0  5,777,480 73.2 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１、3          

(1）建物  389,306   98,799   383,095   

(2）器具備品  29,742   26,946   29,797   

(3）土地  511,779   18,486   511,779   

有形固定資産合計  930,827   12.2 144,231   1.6 924,672   11.7 

２ 無形固定資産           

(1）ソフトウェア  58,543   25,574   43,403   

(2）ソフトウェア仮
勘定 

 
－   31,200   18,000   

(3）その他  18,177   18,124   18,250   

無形固定資産合計  76,720   1.0 74,899   0.9 79,653   1.0 

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券  7,969   649,966   8,532   

(2）関係会社株式  100,200   100,200   100,200   

(3）長期前払費用  11,364   8,650   9,705   

(4）繰延税金資産  187,455   197,454   193,040   

(5）敷金・保証金  398,922   438,292   455,119   

(6）投資不動産 ※2、3 －   788,475   －   

(7）長期性預金  338,000   304,000   344,000   

(8）その他  20   254   20   

投資その他の資産
合計 

 
1,043,931   13.6 2,487,294   28.5 1,110,618   14.1 

固定資産合計   2,051,479 26.8  2,706,425 31.0  2,114,944 26.8 

資産合計   7,651,013 100.0  8,730,793 100.0  7,892,424 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 

（平成17年２月28日） 
当中間会計期間末 
（平成18年２月28日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年８月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金  215,998   227,217   56,953   

２ 未払費用  461,555   509,206   478,694   

３ 未払法人税等  575,000   617,000   437,000   

４ 賞与引当金  217,165   170,935   182,892   

５ 役員賞与引当金  －   11,250   －   

６ その他  305,920   264,742   272,000   

流動負債合計   1,775,640 23.2  1,800,351 20.6  1,427,542 18.1 

Ⅱ 固定負債           

１ 退職給付引当金  200,804   228,588   223,087   

２ 役員退職慰労金引
当金  121,986   124,190   127,696   

３ 預り保証金  28,500   47,212   35,384   

固定負債合計   351,291 4.6  399,991 4.6  386,168 4.9 

負債合計   2,126,932 27.8  2,200,342 25.2  1,813,710 23.0 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   855,211 11.2  889,558 10.2  879,484 11.1 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  799,230   833,217   823,242   

資本剰余金合計   799,230 10.4  833,217 9.5  823,242 10.4 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  54,482   54,482   54,482   

２ 任意積立金  2,979,000   3,727,000   2,979,000   

３ 中間（当期）未処
分利益  918,498   1,098,361   1,424,561   

利益剰余金合計   3,951,980 51.7  4,879,843 55.9  4,458,043 56.5 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   458 0.0  10,681 0.1  792 0.0 

Ⅴ 自己株式   △82,800 △1.1  △82,849 △0.9  △82,849 △1.0 

資本合計   5,524,081 72.2  6,530,451 74.8  6,078,713 77.0 

負債資本合計   7,651,013 100.0  8,730,793 100.0  7,892,424 100.0 

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   4,959,586 100.0  5,202,967 100.0  9,828,922 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１  2,860,456 57.7  2,916,786 56.1  5,738,701 58.4 

売上総利益   2,099,130 42.3  2,286,180 43.9  4,090,221 41.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  859,794 17.3  936,241 18.0  1,847,910 18.8 

営業利益   1,239,335 25.0  1,349,939 25.9  2,242,311 22.8 

Ⅳ 営業外収益 ※２  22,207 0.5  43,265 0.9  46,745 0.5 

Ⅴ 営業外費用 ※1、3  8,806 0.2  11,476 0.2  17,833 0.2 

経常利益   1,252,736 25.3  1,381,728 26.6  2,271,223 23.1 

Ⅵ 特別利益 ※４  － －  2,144 0.0  － － 

Ⅶ 特別損失 ※５  29,122 0.6  32,972 0.6  111,215 1.1 

税引前中間（当
期）純利益   1,223,613 24.7  1,350,899 26.0  2,160,008 22.0 

法人税、住民税及
び事業税  559,581   600,628   972,810   

法人税等調整額  △38,600 520,980 10.5 △18,739 581,888 11.2 △21,498 951,311 9.7 

中間（当期）純利
益   702,633 14.2  769,010 14.8  1,208,696 12.3 

前期繰越利益   215,865   329,350   215,865  

中間（当期）未処
分利益   918,498   1,098,361   1,424,561  

           



③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日) 

前事業年度のキャッシュ 

・フロー計算書 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間（当期）純利益  1,223,613 1,350,899 2,160,008 

減価償却費  34,134 36,668 75,081 

新株発行費  3,500 － 7,090 

貸倒引当金の増減額（減少：△）  9,627 1,638 △1,815 

賞与引当金の増減額（減少：△）  48,610 △707 14,337 

退職給付引当金の増減額 

（減少：△） 
 21,219 5,500 43,502 

役員退職慰労金引当金の増減額

（減少：△） 
 4,220 △3,506 9,930 

受取利息及び受取配当金  △1,482 △2,276 △2,178 

賃貸料収入  △16,560 △34,248 △34,410 

違約金収入  △2,500 － △7,000 

賃貸料原価  5,306 11,127 10,743 

固定資産売却損  18,760 － 18,760 

固定資産除却損  1,695 9,966 2,529 

売上債権の増減額（増加：△）  △161,178 △72,513 △38,370 

たな卸資産の増減額（増加：△）  △52,521 △18,466 △35,827 

仕入債務の増減額（減少：△）  150,989 170,263 △8,055 

未払消費税等の増減額 

（減少：△） 
 △46,641 8,624 △47,025 

未払費用の増減額（減少：△）  48,297 30,511 65,436 

その他資産の増減額（増加：△）  △9,645 △11,017 △9,917 

その他負債の増減額（減少：△）  60,978 △851 40,590 

役員賞与の支払額  △31,400 △18,100 △31,400 

その他  － △132 △398 

小計  1,309,022 1,463,378 2,231,611 

利息及び配当金の受取額  1,820 1,931 2,241 

違約金の受取額  5,700 1,400 11,700 

法人税等の支払額  △485,181 △421,012 △1,037,995 

営業活動によるキャッシュ・フロー  831,361 1,045,696 1,207,557 

 



  
前中間会計期間 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日) 

前事業年度のキャッシュ 

・フロー計算書 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有価証券の取得による支出  △699,655 △699,655 △699,655 

有価証券の償還による収入  800,000 700,000 800,000 

有形固定資産の取得による支出  △32,219 △43,007 △52,202 

有形固定資産の売却による収入  6,664 363 6,664 

無形固定資産の取得による支出  △4,595 △13,200 △26,803 

投資有価証券の取得による支出  － △624,757 － 

貸付けによる支出  － △700 － 

貸付金回収による収入  2,130 253 2,460 

差入保証金の差入による支出  △16,051 △11,287 △80,800 

差入保証金の返還による収入  9,827 14,031 18,066 

定期預金の純増減額（増加：△）  △406,087 90,331 △1,112,211 

その他  16,356 41,046 32,771 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △323,630 △546,581 △1,111,711 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

株式の発行による収入  58,497 20,049 106,782 

自己株式の取得による支出  － － △49 

配当金の支払額  △214,023 △329,717 △215,203 

その他   － － △7,090 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △155,526 △309,668 △115,560 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  

（減少額：△） 
 352,204 189,446 △19,715 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,504,059 1,484,344 1,504,059 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高 
※１ 1,856,264 1,673,791 1,484,344 

     



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法）によっ

ております。 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

 関連会社株式 

 移動平均法による原価法に

よっております。 

関連会社株式 

同左 

関連会社株式 

同左 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定）によってお

ります。 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）によっており

ます。 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法

によっております。 

 時価のないもの 

同左 

 時価のないもの 

同左 

     ─────  なお、投資事業有限責任

組合への出資（証券取引法

第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）につ

いては、投資事業有限責任

組合契約に規定される決算

報告日に応じて入手可能な

決算書を基礎とし、純資産

の持分相当額を取り込む方

法によっております。  

    ───── 

 (2）たな卸資産 

商品 

 先入先出法による原価法に

よっております。 

(2）たな卸資産 

商品 

同左 

(2）たな卸資産 

商品 

同左 

 貯蔵品 

 最終仕入原価法による原価

法によっております。 

貯蔵品 

同左 

貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）については定額法によっ

ております。 

 建物     ８年～47年 

 器具備品   ３年～15年 

(1）有形固定資産及び投資不動産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能

期間（２年又は５年）に基づく

定額法によっております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

 (3）長期前払費用 

 定額法によっております。 

(3）長期前払費用 

同左 

(3）長期前払費用 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額のうち当中間会計期間の負担

額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額のうち当事業年度の負担額を

計上しております。 

 (3）役員賞与引当金 

    ───── 

(3）役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額

のうち当中間会計期間の負担額

を計上しております。 

(3）役員賞与引当金 

    ───── 

 (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に充てるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

（82,515千円）については、５

年による按分額を費用処理して

おります。 

 数理計算上の差異について

は、各事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額を、そ

れぞれ発生の翌事業年度から費

用処理することとしておりま

す。 

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に充てるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 数理計算上の差異について

は、各事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額を、そ

れぞれ発生の翌事業年度から費

用処理することとしておりま

す。 

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に充てるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

（82,515千円）については、５

年による按分額を費用処理して

おります。 

 数理計算上の差異について

は、各事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額を、そ

れぞれ発生の翌事業年度から費

用処理することとしておりま

す。 

 (5）役員退職慰労金引当金 

 役員の退職慰労金の支出に充

てるため、役員退職慰労金規程

に基づく期末要支給額の100％を

基準とする年間繰入見積額の２

分の１を計上しております。 

(5）役員退職慰労金引当金 

 同左  

(5）役員退職慰労金引当金 

 役員の退職慰労金の支出に充

てるため、役員退職慰労金規程

に基づく期末要支給額の100％を

計上しております。 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フロ

ー計算書）における資金の

範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

同左 同左 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。 

 なお、仮払消費税等及び仮受

消費税等は相殺のうえ、流動負

債「その他」に含めて表示して

おります。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

(1）消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。 

    ───── 

前中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

───── （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（平成15年10月

31日 企業会計基準適用指針第６号）

を適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。 

（役員賞与引当金に係る会計基準）  

 当中間会計期間より、企業会計基準

第４号「役員賞与に関する会計基準」

（平成17年11月29日  企業会計基準委

員会）に基づき、役員に対する賞与の

支給に充てるため、当該支給見込額を

役員賞与引当金として計上しておりま

す。 

 この結果、当中間会計期間において

販売費及び一般管理費の役員賞与引当

金繰入額が11,250千円増加し、営業利

益、経常利益及び税引前中間純利益が

同額減少しております。 

───── 



追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

（法人事業税における外形標準課税部

分の中間損益計算書上の表示方法） 

「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年３

月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準

課税制度が導入されたことに伴い、当

中間会計期間から「法人事業税におけ

る外形標準課税部分の損益計算書上の

表示についての実務上の取扱い」（平

成16年２月13日 企業会計基準委員会

実務対応報告第12号）に従い法人事業

税の付加価値割及び資本割について

は、販売費及び一般管理費に計上して

おります。 

 この結果、販売費及び一般管理費が

15百万円増加し、営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益が同額減少して

おります。 

───── （法人事業税における外形標準課税部

分の損益計算書上の表示方法） 

「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年３

月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準

課税制度が導入されたことに伴い、当

事業年度から「法人事業税における外

形標準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」（平成16

年２月13日 企業会計基準委員会実務

対応報告第12号）に従い法人事業税の

付加価値割及び資本割については、販

売費及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費が

32百万円増加し、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益が同額減少して

おります。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

項目 前中間会計期間末 
（平成17年２月28日） 

当中間会計期間末 
（平成18年２月28日） 

前事業年度末 
（平成17年８月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償

却累計額 

159,257千円 145,758千円 180,279千円

※２ 投資不動産の減価償却

累計額 

 － 51,656千円  － 

※３ 投資不動産への振替額  －   従来、営業の用に供する

目的で保有しておりました

下記の「有形固定資産」

を、当中間会計期間より主

として賃貸の用に供しまし

たので、投資その他の資産

の「投資不動産」に振替え

ております。 

 － 

     建物     295,004千円    

     器具備品     178千円    

     土地     493,293千円    

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

※１ 減価償却実施額          

有形固定資産  21,129千円  15,871千円  46,433千円

無形固定資産  16,448千円  17,828千円  34,635千円

投資不動産    －  8,770千円    －

※２ 営業外収益の主な内訳          

受取利息  542千円  1,264千円  1,102千円

受取配当金  940千円  1,012千円  1,075千円

賃貸料収入  16,560千円  34,248千円  34,410千円

違約金収入  2,500千円   －  7,000千円

※３ 営業外費用の主な内訳          

賃貸料原価  5,306千円  11,127千円  10,743千円

新株発行費  3,500千円   －  7,090千円

※４ 特別利益の主な内訳          

受取損害賠償金   －  2,144千円   －

※５ 特別損失の主な内訳          

有形固定資産売却損 建物 2,892千円    － 建物 2,892千円

  土地 15,868千円      土地 15,868千円

有形固定資産除却損 建物 1,653千円 建物 9,854千円 建物 2,487千円

 器具備品 42千円 器具備品 112千円 器具備品 42千円

退職給付会計による

会計基準変更時差異 
 8,251千円   －  16,503千円

過年度給与諸手当   －   －  72,020千円

業務委託契約解約損   －  13,865千円   －



（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高

と貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

（平成17年２月28日現在） （平成18年２月28日現在） （平成17年８月31日現在）

現金及び預金勘定 3,956,470千円 

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△2,100,206千円 

現金及び現金同等物 1,856,264千円 

現金及び預金勘定 4,423,791千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△2,750,000千円

現金及び現金同等物 1,673,791千円

現金及び預金勘定 4,284,676千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△2,800,331千円

現金及び現金同等物 1,484,344千円



（リース取引関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

リース物件の所有権

が借主に移転すると認

められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取

引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 

 

取得価
額相当
額 

（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 

（千円）

器具 
備品 

32,762 24,625 8,137 

 

取得価
額相当
額 

（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 

（千円）

器具 
備品 

19,808 16,879 2,928 

 

取得価
額相当
額 

（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 

（千円）

器具 
備品 

28,406 23,435 4,970 

 ２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

 未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 5,405千円 

１年超 3,077千円 

合計 8,482千円 

１年内 2,599千円 

１年超 475千円 

合計 3,074千円 

１年内 3,778千円 

１年超 1,413千円 

合計 5,192千円 

 ３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

 支払リース料 3,724千円 

減価償却費相当額 3,458千円 

支払利息相当額 124千円 

支払リース料 2,002千円 

減価償却費相当額 1,898千円 

支払利息相当額 43千円 

支払リース料 7,136千円 

減価償却費相当額 6,597千円 

支払利息相当額 225千円 

 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

同左 同左 

 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

同左 同左 

   （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損

失はありません。 

  



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年２月28日） 

  

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 時価のある満期保有目的の債券は所有しておりませんので、該当事項はありません。 

  

２．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりませんので、該当事項はありません。 

３．その他有価証券で時価のあるもの 

  

４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間会計期間末（平成18年２月28日） 

  

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 時価のある満期保有目的の債券は所有しておりませんので、該当事項はありません。 

  

２．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりませんので、該当事項はありません。 

３．その他有価証券で時価のあるもの 

  

４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 855 1,629 773 

合計 855 1,629 773 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

（1）満期保有目的の債券 

      割引金融債 

  

699,659 

（2）その他有価証券 

       非上場株式（店頭売買株式を除く） 

  

6,340 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 575,613 593,626 18,012 

合計 575,613 593,626 18,012 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

（1）満期保有目的の債券 

      割引金融債 

  

699,657 

（2）その他有価証券 

      非上場株式 

       投資事業有限責任組合への出資 

  

6,340 

50,000 



前事業年度末（平成17年８月31日） 

  

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 時価のある満期保有目的の債券は所有しておりませんので、該当事項はありません。 

２．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりませんので、該当事項はありません。 

  

３．その他有価証券で時価のあるもの 

  

４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自平成16年９月１日 至平成17年２月28日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

当中間会計期間（自平成17年９月１日 至平成18年２月28日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

前事業年度（自平成16年９月１日 至平成17年８月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

（持分法損益等） 

 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

株式 855 2,192 1,336 

合計 855 2,192 1,336 

 貸借対照表計上額（千円） 

（1）満期保有目的の債券 

  割引金融債 

  

699,869 

（2）その他有価証券 

  非上場株式 

  

6,340 

 
前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日）

当中間会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日）

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日）

関連会社に対する投資の金額 

（千円） 
100,200 100,200 100,200 

持分法を適用した場合の投資の金額

（千円） 
39,397 53,337 41,052 

持分法を適用した場合の投資利益又

は損失（△）の金額（千円） 
△19,206 12,284 △17,551 



（１株当たり情報） 

（注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日） 

１株当たり純資産額

（円） 
507.57 197.82 184.15 

１株当たり中間（当期）

純利益金額（円） 
65.04 23.35 36.50 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益金

額（円） 

63.29 22.94 35.65 

  当社は、平成16年４月20日付で株

式１株につき２株の株式分割を行っ

ております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前中間会計

期間における１株当たり情報につい

ては、以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額  405.88円 

１株当たり中間純利益金額 

            64.85円 

 当社は、平成17年４月20日付で株

式１株につき３株の株式分割を行っ

ております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前中間会計

期間における１株当たり情報につい

ては、以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額   169.19円 

１株当たり中間純利益金額 

            21.68円 

 当社は、平成17年４月20日付で株

式１株につき３株の株式分割を行っ

ております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前事業年度

における１株当たり情報について

は、以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額  153.97円 

１株当たり当期純利益金額 

            41.04円 

 潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益金額     63.80円 

潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益金額     21.10円 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額     40.02円 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日) 

前事業年度 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日) 

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 702,633 769,010 1,208,696 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 18,100 

（うち利益処分による役員賞与金（千円）） （－） （－） （18,100） 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 702,633 769,010 1,190,596 

期中平均株式数（株） 10,802,824 32,937,481 32,615,769 

        

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益

金額（千円） 

   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） 298,132 591,664 782,684 

（うち新株予約権（株）） （298,132） （591,664） （782,684） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間（当期）純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 ─────  ─────  ───── 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間（自平成16年９月１日 至平成17年２月28日） 

平成17年４月20日付をもって普通株式１株を３株に分割しました。なお、その概要は以下のとおりであります。 

  

１．株式分割の目的 

当社株式の流動性向上を図るとともに、１株当たりの投資金額を引き下げ、個人投資家層の拡大を目的とするも

のであります。 

２．株式分割の概要 

(1)平成17年２月８日開催の当社取締役会において株式の分割を決議しております。 

(2)分割により増加した株式数   普通株式  22,486,800株 

(3)分割方法 

平成17年２月28日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式数を、１株につき３株の割

合をもって分割しました。 

(4)配当起算日          平成17年３月１日 

３．１株当たり情報に及ぼす影響 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前中間会計期間及び前事業年度における１株当たり情報並び

に当期首に行われたと仮定した場合の当中間会計期間における１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなりま

す。 

当中間会計期間（自平成17年９月１日 至平成18年２月28日） 

該当事項はありません。 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成15年９月１日 
至 平成16年２月29日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成15年９月１日 
至 平成16年８月31日） 

１株当たり純資産額 

（円） 
135.29 169.19 153.97 

１株当たり中間（当

期）純利益金額

（円） 

21.62 21.68 41.04 

潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益金額（円） 

21.27 21.10 40.02 



前事業年度（自平成16年９月１日 至平成17年８月31日） 

当社は、平成17年11月25日開催の定時株主総会の決議に基づき、次のように新株予約権方式によるストックオプシ

ョン制度が採用されております。 

 当該制度は、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるものでありま

す。当該制度の内容は、以下のとおりであります。 

（注）１． 付与対象者は、平成17年11月25日定時株主総会決議において選任された当社新任取締役及び平成17年11

月25日現在在籍する当社従業員の一部とする。 

２． 各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日（取引

が成立しない日を除く。）における株式会社東京証券取引所が形成する当社株式普通取引の終値の平均値

に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げる。以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じ

た金額とする。  

   ただし、当該行使価額が新株予約権発行日の前営業日の終値（取引が成立しない場合は、その日に先立

つ直近日における終値）を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。 

   なお、新株予約権発行日後に、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使

価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

   また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場

合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使

価額は適切に調整されるものとする。 

 決議年月日  平成17年11月25日 

 付与対象者の区分及び人数       （注）１ 
 取締役                      ３人 

 従業員                       21人 

 新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 

 株式の数 
 取締役                    35,000株 

 従業員                     32,000株 

 新株予約権の行使時の払込金額  （注）２ 

 新株予約権の行使期間 
自 平成19年12月１日 

至 平成22年11月24日 

 新株予約権の行使の条件 

（1）各新株予約権の一部行使は認められない。 

（2）新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、 

当社もしくは当社の子会社・関連会社の取締役もしくは

従業員たる地位にあることを要する。ただし、任期満了

による退任又は定年退職により係る地位を喪失した場合

には、喪失後２年間に限り権利行使を認める。 

（3）新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使で

きないものとする。 

（4）その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会

決議において定めるところによる。  

 新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第21期）（自 平成16年９月１日 至 平成17年８月31日）平成17年11月28日 関東財務局長に提出 

(2）臨時報告書 

 平成18年５月10日 関東財務局長に提出 

    企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）に基づく臨時報告書であります。  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年５月２０日

株式会社 明光ネットワークジャパン 

取  締  役  会   御  中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社明光ネット

ワークジャパンの平成１６年９月１日から平成１７年８月３１日までの第２１期事業年度の中間会計期間（平成１６年９月１日から

平成１７年２月２８日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書

について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対す

る意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社明光ネットワークジャパンの平成１７年２月２８日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１６年９月１

日から平成１７年２月２８日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 佐々木 貴 司 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 中 村 和 臣 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年５月１９日

株式会社 明光ネットワークジャパン 

取  締  役  会   御  中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社明光ネット

ワークジャパンの平成１７年９月１日から平成１８年８月３１日までの第２２期事業年度の中間会計期間（平成１７年９月１日から

平成１８年２月２８日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書

について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対す

る意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社明光ネットワークジャパンの平成１８年２月２８日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年９月１

日から平成１８年２月２８日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 佐々木 貴 司 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 中 村 和 臣 
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